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(1)

欧州経済共 同体の制度的考察(1) L

桑 原 輝 路

「欧 州 経 済 共 同 体 を 設 立 す る条 約 」(Trait6institUantLaCom血unaut6

ノ

EconomiqueEutopξenne)は,1957年3月25日,欧 州 石 炭 鉄 鋼 共 同 体

(LaCommunaut6EuropξenneduCharbonetdel'Acier)加 盟6力 国 す

な わ ち フ ラ ン ス,ベ ル ギ ー,西 ド イ ツ,イ タ リア,ル クセ ソ ブ ル グ お よ び オ ラ ン ダ

(2)

に ょ り,ロ ーマ に お い て調 印 され た 。条 約 所 定 の手続(247条)を お え て,欧 州

(1)本 稿 はAnnuaireFrangaisdeDroitInternational,1957.の 《LaCommun・
ノ

aut6EconomiqueEurop6enne:AspectsInstitutionnels》(P.49L517)の 記 事

に よ つ て い る 。

欧 州 経 済 共 同 体 設 立 条 約 お よ び 付 属 議 定 書 等 の 原 文 は,

P.ReuteretA.Gros,Trait6setDocumentsDiplomatiques,1960.

p.242-325.1こ よ っ た 。

ま た 同 条 約 の 訳 文 は,

経 済 外 交 研 究 会 編 「欧 州 経 済 統 合 の 動 き 」 昭 和34年.P.143-203.を 参 照 し た 。

法 的 な 観 点 か ら 欧 州 経 済 共 同 体 を 全 般 的 に 考 察 し た も の と し て,

L.Cartou,LeMarch6CommunetleDroitPublic,1959.

Demetrio寧S.Constantopoulos,TheEuropeanEconomicCommumty(E.

E.C.)-A``RealUnion"1958.

G.H6raud,ObservationssurlanaturejuridiquedelaCommunauteノ
EconomiqueEurop6enne.

(RevueG6n6raledeDroitInternationalPublic,1958,No1.

p.26-56)

LesaspectsjuridiquesduMarch6Commun.1958.

入 江 啓 四 郎 「欧 州 共 同 市 場 と そ の 周 辺 」(国 際 問 題1960.No.1.p.34--38)

等 が あ り,未 見 の も の に

R、Monaco,StructureetOrganesdelaCommunaut6(C.E.E.),1958.

Soul6,ComparaisonentrelesdispositionsinstitutionnellesduTrait6

C.E.C.AetduTrait6C.E.E.

(RevueduMarch6Commun,avriletjuin1958.p.208-216)ノ
N.Catalano,LaComunitaEconomicaEuropeaePEuratom.1957.

等 が あ る。 ・

(2)同 時 に っ ぎの 二 つ の条 約 が 調 印 され た 。

「欧 州原 子 力 共 同 体(ユptラ トム)を 設 立 す る 条 約 」(Trait6instituantLaノ
Communaut6Europ6ennedel'EnergieAtomique(EURATOM))

「欧 州 共 同 体 に 共 通 な 若 干 の 機 関 に 関 す る 協 定 」(Conventionrelativeacertaines

instituitonscommunesauxCommunaut6sEurop6ennes)
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経 済共 同体 条 約(共 同市 場 条 約(Trait6duMarch6Commun)ま た は ロー一

マ 条 約 とも よぼれ る)は,1958年1月1日 に 発 効 し,一 年 の準 備 期 間を お い て

ユ959年1月1日 か ら具 体 的 実施 段 階 に 入 った 。 欧 州 経済 共 同体 は,発 足 以来,

予 想 以 上 に順 調 に,か つ 急速 に め ざ ま しい進 展 を とげ つつ あ る こ とは 周 知 の と

お りで あ る。

こ こで はそ の 新 しい共 同 体 を制 度 的 な 面か ら概観 し,そ の運 営 の メカ ニズ

くめ

ムを 明 らか に して い きた い と思 う。

欧 州 経 済 共 同体 は,つ ぎの 四 つ の機 関(institUtion)を 含 む 。

総 会(Assemb16e)〔 議 会 的機 関 〕

理 事 会(Conseil)〔 加 盟 国 を代表 す る政 治 的 機 関 〕

委 員 会(Commission)… … …〔国 際 的執 行 機i関〕

司 法裁 判 所(Courdejustice)・ …・・〔司 法 的 機 関 〕

な お,理 事 会 お よび 委 員 会 は,経 済 的 また は 財 政 的 な権 限 を もつ 諮 問 的 評

議 会(Comit6sConsultatifs)に よ って補 佐 され る。

以 下,こ れ らの 諸機 関 お よび諸 評 議 会 の構 成,運 営,任 務,権 限等 につ い

て,順 を お って考 察 しよ う。

理 事 会

理 事 会 の構 成 は,「 加盟 国 の代 表 」 よ りな る。 各 加 盟 国 政 府 は,そ の 閣僚

の一 名 を代 表 と して任 命 す る,従 って 理 事 会 の構 成 員 は,六 名 の 加盟 国政 府 代

表 で あ る(146条)。

理 事 会 の運 営 は,146条,147条,148条3項,150条 お よび151条 の 諸規 定

に ょ って行 わ れ る。す なわ ち理 事 会 の議 長 は,理 事 会構 成 員 が 加 盟 国 の アル フ

アベ ヅ ト順 に よ り,六 ヵ月毎 に順 次 にそ の職 に つ く(146条)。 理 事 会 の 召 集

は,議 長,構 成 員 の 一 人 また は委 員 会 の発 議 に よ り,議 長 に ょ って行 われ る(

147条)。 理 事 会 に おけ る投 票 にあ た って は,委 任 投 票(各 構 成 員 は他 の一 構

成 員 のみ の委 任 を うけ る こ とが で き る)が 認 め られ(150条),出 席構 成 員 また

(1)欧 州経済共同体の国際法的な性格については,別 に考察す る予定である。
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は 代 理構 成 員(membrespr6sentsourepr6sent6s)の 棄 権 は,全 会 一 致 を 必

要 とす る理事 会 の決 議 の採択 を 妨 げ る もの で は な い(148条3項)。 理 事 会 は 補

助 機 関 と して 加盟 国 の 代表 者 で 構 成 され る評議 会(comit6)を 設 置 す る こ とが

で き る(151条)。 この 評議 会 は理 事 会 の会期 の 準 備 を行 い,ま た 会期 間 に おけ

る理 事 会 の職 務 の 代理(int6rim)を 行 う外交 的 性 格 の常 設 機 関 で あ る。

理 事 会 の任 務 は,加 盟 国 の一 般 経 済 政策 を加 盟 国 相 互 間 に お い て,お よび

共 同体 の経 済 政策 との間 に お い て 調 整す る こ とに あ り,か つ 理事 会 は本 条 約 適

用 に 関 す る最 も重要 な分 野 の なか に お い て決 定 権(unpouvoirded6cision)

を 行 使 す る(145条)。

しか して,理 事 会 の活 動 は,原 則 と して委 員 会 の 正 式 の 協 力 の も とに 行

わ れ る。 た だ 特定 の場 合,す なわ ち理 事 会 が 委 員 会 に 対 して 優 越 権 を もつ こ

とを認 め られ て い る若 干 の場 合 お よび純 粋 に政 治 的 な 性 格 の,ま た は 内部 的 性

格 の若 干 の問 題 に 対 して だけ,理 事 会 は委 員 会 の 正式 の協 力 な しに決 定 を行 う
でユラ

こ とが 認め られ て い る。〔付表1〕

も っ と も多 くの場 合,か つ も っ と も重 要 な場 合 にお い て は,理 事 会 は 《委

員 会 の提 案 に基 い て》(surpropositiondelaCommission)の み 決 定 を行 い

うるにす ぎ な い。 この シ ス テ ムは 独 創 的 な もので あ り,欧 州経 済共 同体 の大 き

な 特 色 とみ る こ とが で き るで あ ろ う。 この シ ステ ムの狙 いは,共 同体 の運 営 に

関 す る重要 分 野 に おい て は,共 同機 関 た る委 員 会 の提 案 こそ が,当 然 に 加盟 国

の 代表 機 関 で あ る理 事 会 の 審議,議 決 の基 礎 とな るべ きで あ る、 とい うこ とを

実 現 す る こ とに あ る。

この よ うな 方式 に充 分 な効 果 を 発 揮 させ るた め に,ま た理 事 会 お よび 委 員

会 両 機 関 の 間 の協 力 を緊 密 な ら しめ るた め に,い ろ い ろな 苦 心 が は らわれ て い

る。

第 一 に,理 事 会 の議 決が 委 員 会 の 提案 か ら簡単 にそ れ て し ま うこ とを 防 ぐ

(1)こ こでU正 式 の 協 力 」 とい ・て い るの は,理 事 会 の 行 動 が 《委 員 会 の 提 案 に基

いて 》 と られ る場 合 で あ る。

その ほ か に,《 委 員 会 の 報 告 に基 き》(surlerapportdelaCommission)と か,

《委 員 会 の 意 見 に基 き》(suravisdelaCommission)等 の 表現 が あ るが,こ の よ

うな 形 で の 委 員 会 の平 与(intervention)は,法 的 に 委 員 会 の 《提 案 》 とは 区別 さる

べ きで あ る。



一48一 商 学 討 究 第11巻 第2号

た め に,理 事 会が 委 員 会 提案 を 採 択 す るに あ た って は多 数 決 を も って足 りる場

合 に お い て も,委 員 会提 案 を修 正 す る場 合 に は 理事 会 の全 会 一致 の議 決 に ょ っ

て の み 可 能 で あ る と した(149条)。

第二 に,他 方,委 員 会が 提案 す る こ とを 拒 否す る こ とに ょつ て,理 事 会 の

活 動 を麻 痺 させ て しま うとい うこ とを避 け るた め に,理 事 会 は 委 員 会 に対 して

提 案 す る ことを請 求 す る こ とが で き る と規 定 した(152条)。

第三 に,理 事 会お よび委 員 会 は,そ れ ぞ れ の活 動 につ いて 相 互 に 協議 しな

けれ ば な らず,ま た協 力 して 仕事 をす す め て いか なけ れ ば な らな い とい うこ と

を 明確 に 規定 した(162条)。

〔付表2〕 は,理 事 会 の決 定 が委 員会 の提 案 に基 い て な され る場 合 に つ い

て の 一覧 で あ る。

な お若 干 の場 合 に,理 事 会 は委 員 会 の決 定 を取 消 す権 利 を も って い る とい

うこ とを注 意 す る必 要 が あ る。 も っ と も,条 約 の 一般 的 シ ス テ ムに 反す る理 事

会 の この権 限 は,委 員 会が 緊 急 の理 由に ょ り直接 的 干与 の可 能 性 を与 え られ て

い る場 合 に のみ 理 事 会 に 認 め られ て い るにす ぎ ない 。 〔付 表3〕

つ ぎ に理事 会 の 決定 に さい して要 求 され る議 決 方式 は,そ れ ぞれ の 問題 の

性 質 に よ り全 会一 致(1'umanimit6),単 純多 数 決(lamajorit6simple),制 限

多 数 決(larmajorit6qualifi6e)ま た は 特 別 の多 数 決(desmajorit6ssp6ciales)

の 諸 方式 が と られ る。

まず 全 会 一 致 を必 要 とされ る議 決 は,つ ぎの 四 つ の種 類 にわ け る こ とが で

き る。

1)共 同 体 の運 営 また は発 展 に関 す る議 決 で あ って,そ の議 決 の重要 性 の

ゆ え に,過 渡 期 の全 期 間 また は そ の うち の一 定 期 間 に お い て,全 会一 致 が 要

求 され る もの 。 〔付表4-一 一(A)〕

2)共 同体 の運 営 に 関 す る議 決 で あ って,そ の議 決 の政 治 的重 要 性 のゆ え

に 全 加盟 国 の 支 持 を必 要 とす る もの 。 〔付表4-(B)〕

3)条 約 に 補 足 を へわ え る議 決 。 〔付表4-一(C)〕

4)実 際 上,条 約 の変 更 とな る議 決 。 〔付表4-(D)〕



欧州経済共同体の制度的考察(1)(桑 原)-49一

つ ぎに単純多数 決については,148条1項 に,理 事 会の議決 は本条約 に反

対 規定 のないか ぎ り構 成員の過半数 に ょって行われ るとの規定があ る。理事 会

構成員 の過半数 すなわ ち四票,し たが って全六票 に対す る四票で,実 際 には三

分 の二 の多数 決 とい うことにな る。

反対規定 のないか ぎ りとあ るが,多 くの場合 は他 の議決方式が とられ るの

であ り,単 純多数決 に ょる決定権が与 え られ てい る場 合はむ しろ稀であ る。そ

れ は実 際には三分 の二 の多数 決であ るために,こ の単純多数決は到達 す るのに

困難で あ るとい うこと,お よび この議 決方式 が明 らか に六 加盟国 の人為的な平

等に立脚 している とい うことに ょるのであ ろ う。

実際 に,単 純多数 決は,あ ま り重要で はないが小国がそれ に対 して特別な

繕 関係をもっているよう燗 題 またを焔 機関の内部繊 から生ずるような

問 題 に対 して だけ 用 い られ て い るにす ぎな い。 〔付表4-(E)〕

つ ぎ に制 限多 数 決 につ い て は,同 じ く148条2項 に 規 定 され て い る。 これ

が 本条 約 に お け る普 通 の議 決 方式 で あ る。 加盟 国 は,そ れ ぞ れ の 重要 度 に応 ず

る票数 が 与 え られ,全 十 七 票 が 六 加盟 国 に割 当 て られ て い る(ベ ルギ ー2票,

ドイ ツ4票,フ ラン ス4票,イ タ リア4票,ル クセ ンブ ル グ1票,ナ ランダ2

票)。 そ して議 決 に必 要 な票数 は三 分 の二 を 少 し うわ まわ る十二 票 の多 数 と規

定 され て い る。

この議 決 方 式 は つ ぎの よ うな結 果 を 生ず る。

1)も つ とも重要 な三 大 国 が 一致 す るな らば,か れ らの 決定 を通 す こ とが

で き る。

2)一 大 国が ル クセ ソブ ル グの支 持 を うる こ とに ょ って 理事 会 の活 動 を 封

ず るの を避 け る こ とが で き る。

3)二 大 国 が かれ らの主 張 を通 した い と思 う場 合 には,ベ ルギ ーお よび オ

ラ ンダ の 同意 を 求 め る こ とを余 儀 な くされ る。

この よ うな議 決 方式 が と られ た狙 い は,し た が って,第 一 に は 明 ら か に

《三 大 国》 の一 致 を促 進 す るこ とに あ り,第 二 に は理 事 会 内部 に永続 的 な 二 つ

ブ ロ ッ クが で きるの を 妨 げ る こ とに あ る とみ る こ とが で き るで あ ろ う。

も っ と も,こ の こ とは理 事 会 の議 決が 委 員 会 の提 案 に基 い て行 わ れ る場 合
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この場 合が もっとも多 い 一 一 につい てだけ え ることで あ る。 〔付表4-

(F)〕

理事 会の議 決が委 員会の提案 な しに行われ る場 合には,票 数 の割 当お よび

多数決 の数 は同 じであ るが,そ の十二票 には少 くとも四国 の賛成 票が ふ くまれ

なければな らない とい う条件が つけ られ てい る。 この ことは三大国 の一致だけ

で は議決す ることがで きず,さ らにベ ネル ヅクスの うち の一国 の同意を必要 と

す ることを意味す る。 これ は明 らか に 《欧 州》機関た る性格 を もつ委員会の干

与 の欠除を補 うために小国 に対 してな された譲歩 とみ ることが で き るで あ ろ

う。

た だ前述 した よ うに理事 会が委員会 の正式 の協力な くして行動す るのは,

純粋 に政治 的性格 を もつ若干 の議決,ま た理事 会が委 員会に対 して優越権 を認

め られ てい る若 干の場合 だけ にか ぎ られ るわけであ るか ら,し たが って,こ の

よ うな方法が とられ るの も,そ うい った特定 の場合だけ にか ぎ られ るとい うこ

とにな る。 〔付表4-(G)〕

以上の三種 の議決 方式 のほか に,特 別の多数 決が とられ る場 合が あ る。そ

の第一 は44条6項 の規定 にみ られ るものであ る。す なわち148条 に規定 され て

い る各加盟 国への票数 の割 当をそ の まま用 いなが ら,九 票を もって議 決に必要

な多数 としてい る。 この多数決 は,二 大国 とル クセソブル グ,ベ ネル ヅクス と

一大国 とい う形で到達す るこ とが極 めて容易であ る。

第二 は欧 州社会基金 の予算の採決に関す る203条5項 にお いてみ られ る。

ここで用 い られて いる計算方法は,明 らかに欧 州社 会基金 におけ る六 加盟国の

分担金 の額 を考慮 して きめ られた ものであ る。100票(ベ ルギ ー8票,ド イツ

32票,フ ラソス32票,イ タ リア20票,ル クセ ソブル グ1票,オ ランダ7票,-

200条2項 に規定 され る分 担金の割 合 と照応 してい る)の うち67票 を もって議

決 に必要 な多数 としてい る。 この計算 方法において は,と くに ドイツとフラソ

ス との間に一致がない場 合に,ベ ルギ ーお よびオ ラソダの票が 重要 な意味 を も

って くる。

第三 は 開発基金(FondsdeD6velopPement)の 予算の採決お よび管理 に

関す る事項 について,「 海外 諸国お よび領域 の共 同体への連合に関す る条約 」
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の7条 に お い て 規定 され て い る多 数 決で あ る。100票(ベ ル ギ ー11票,ド イ

ツ33票,フ ラ ンス33票,イ タ リア11票,ル クセ ソ ブル グ1票,オ ラソ ダ11

票,こ の 票 の割 当 も同条 約 付 属 書Aに み られ る分 担金 の比 率 とほぼ 一 致 し

て い る)の うち67票 を も って議 決 に必 要 な多 数 と して い る。 この 多数 決 は 同条

約 の4条,5条 お よび6条 に適 用 され る。 〔付 表4-(H)〕

〔付表1〕 委 員会 の 協 力 な しに理 事会 の

干 與 が 規定 され て い る諸 條

a)(表 決方法 に単純多数決が とられ る場合)

151条 〔理事会の内部規則(手 続規則)の 作成〕

153条 〔諮問的な評議会(comit6)の 規程の制定〕

213条 〔委員会の調査権および審査(vξrifiCation)権 の限界および条件の決定〕

236条 〔本条約改正のための加盟国政府代表会議の召集の決定〕

b)(表 決方法 に制限多数決 が と られ る場合)

8条(3)〔 第6年 目の終 りにおけ る第二段 階への移 行の認定〕

108条(2)〔 相互 協力(concoursmutue1)の 付与 〕

109条 〔国際 収支悪化 の場合,関 係加 盟国 によ って直接 と られ る保 護 措 置の 改

正,停 止 または廃止 の決定〕

111条(3)お よび113条 〔第二段 階終了後 におけ る関税協定 の交 渉〕

112条(1)〔 第三 段 階か らの第三国 への輸 出に対す る援 助の調和 化〕

126条(a)〔 欧州社 会基金の 活動の停止〕

154条

203条

206条

〔委員会および司法裁判所の構成員の俸給および他 のすべて の手 当の決

定〕

〔予算の作成および決定〕

〔監査委員会の構成員の報酬および予算実施委員会の責任解除の決定〕

c)(表 決方法に特別の多数決がとられ る場合)

203条(5)〔 欧州社会基金の予算の採決〕
*

「海外諸国および領域の共同体への連合に関す る条約」4条

〔海外諸国および領域 における社会施設および経済的投資への出資額の決定〕

d)(表 決方法に全会一致がとられる場合)

・vaConventiond'applicationrelativea1'AssociationdesPays

d,Outre・MeralaCommunaut6.

(以 下TOM条 約 と 略 称)

etTerritoires
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28条 〔過渡期終了前における共通関税税率の 自主的変更または停止〕

111条,113条 および114条 〔第二段階の終了前における関税協定の交渉の監督お

よび締結〕

8条(3)〔 第4年 目および5第 年 目の終 りにおける第二段階への移行〕

45条(3)〔 原料輪入に対 して支払はれる価格の補償〕

76条 〔外国運送人に対す る新規の差別の設定を禁止する原則に対 して設 け られ・

ることのある例外〕

159条 〔委員会に生 じた構成員の空席に対す る非補充〕

160条 〔委員会の構成員の機能停止〕

194条 〔経済社会評議会の構成員の任命〕

196条 〔経済社会評議会の内部(手 続)規 則の承認〕'

206条 〔会計検査官の数の決定〕

84条(2)〔 航海および航空への 「輸送」篇の拡張〕

121条 〔移民労働者の社会保障につき委員会に与え られることあるべき権限〕

126条(b)〔 欧州社会基金に与え られ ることあるべ き新 しい任務〕

217条 〔諸機関の言語制度の決定〕

223条(2,3)〔 軍需資材 とみな される産品の一覧表の作成および その一覧表の修正〕

「司法裁判所規程 」12条 〔副報告官(rapPorteuradjoint)の 新設〕

同規程45条 〔裁判所規程の修正〕

136条 〔5年 の期間の終了後における海外諸国および領域 と共同体 との連 合 に闘

す る規定の決定〕

138条(3)〔 総会の普通選挙における投票手続への干与〕

165条 および166条 〔裁判所の裁判官および検察官の数の増加およびそれに対応す

る裁判所の運営に関す る規則の改正〕

200条(3)〔 予算に関す る割当率の変更〕

237条 〔共同体への加盟の決定〕

238条 〔共同体 と第三国,国 家連合または国際機構 との連合〕

)a

〔付表2〕 委員会の提案に基 く理事会の

干與が規定 されている諸條

(表決方法に単純多数決がとられる場合)

49条 〔労働者の自由移動〕

128条 〔職業養成についての共同政策〕

b)(表 決方法に制限多数決がとられ る場合)

7条 〔差別の禁止〕

14条(2c)〔 輸入関税の最終的廃止〕
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14条(5)〔 輸入関税の廃止によって生ず る特殊な問題〕

20条 〔第三段階か らの共通関税率〕

21条 〔共通関税適用上の困難〕

25条(D〔 低税率または無税の関税割当の付与〕

28条 〔過渡期終了後における共通関税税率の 自主的変更 または停止〕

33条(5)〔 全地域割当の増加にっいての規則 との抵触〕

33条(8)〔 第二段階以後における割当撤廃の百分率の修正〕

38条(3)〔 農産物の表への付加〕

42条 〔競争に関す る規則の農業への適用〕

43条(2,3)(共 同農業政策の実施および市場共同組織の設置〕

44条(4)〔 農業にっいての最低価格確立の規準の国家による非尊重〕

44条(5)〔 第三段階以後における最低価格の修正〕

54条(2)〔 第二段階以後における居住の 自由に関する一般計画の実施〕

55条 〔居住の 自由の例外 とされ うる活動〕

56条(2)〔 公の秩序を理由として外国人の居住を制限す る法令規則の第三 段 階 以後

における調整〕

57条 〔第二段階以後における免許状の相互承認および非賃金活動への参加〕

63条(2)〔 第二段階以後における役務の 自由化の一般計画の実施〕

69条 〔第三段階以後における資本移動の 自由化〕

70条 〔資本の移動を制限す る措置の廃止についての国家に対する命令〕

75条(1)〔 第三段階以後における輸送についての共同政策の実施〕

79条(3)〔 輸送についての差別の廃止の様式〕

87条(1)〔3年 後における競争規則の諸原則の実施〕

94条 〔援助に関す る諸原則の適用〕

98条 〔輸出品に対す る免税等の特別許可〕

101条 〔第二段階以後における歪み(distorsions)の 除去〕

103条(3)〔 景気政策に関する一般的措置の適用〕

116条 〔過渡期終了後における国際経済機関のなかにおける共同行為〕

127条 〔欧州社会基金の管理〕

212条 〔第4年 目終了後における職員規則の修正〕

「フランスに関す る議定書」1(2)〔 輸入税 および補助金の統一〕

「同議定書」1(3)〔 輸入税および補助金の廃止〕
*う ←

「ル クセンブルグに関す る議定書」1条(2)〔 過渡期終了後における 農業特別制度の廃

止〕

「TOM条 約」8条 および16条 〔海外諸国および領域 ならびにアルジ エ リアへの居住

蔚Protocolerelatifacertainesdispositionsint6ressantlaFrance .

x*ProtocoleconcernantleGrand.Duch6deLuxembourg
.
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権の拡張〕
*歯*

「バナ ナに関す る議 定書 」4.〔 割当の修正〕
*r韓**

「特権および免除に関す る議定書」12条 および15条.

c)(表 決方法に特別の多数決が とられ る場合)

44条(6)〔 最低価格のありうべ き廃止〕

「TOM条 約」5条(2)〔 経済投資計画の出資〕

「同 条 約」6条

d)・(表 決方法に全会一一致がとられ る場合)

20条 〔第二段階の終 りまでの共通関税率の決定〕

33条(8)〔 第一段階における割当増加の百分率の引上げ〕

43条(2)〔 第二段階終了までにおける共同農業政策の実施〕

54条(2)〔 第一段階における居住の 自由に関す る一般計画の実施〕

57条(1)〔 第一段階における免許状の相互承認〕

57条(2)〔 第一段階における非賃金活動への参加に関する諸規定の調整〕

63条(2)〔 第一段階における役務の 自由提供に関す る一般計画の実施〕

69条 〔第二段階終了までにおける資本移動の 自由化〕

75条(1)〔 第二段階終了までにおける輸送 についての共同政策の実施〕

87条(1)〔 最初の3年 間における競争規則に関す る諸原則の適用〕

101条 〔第一段階における歪みの除去〕

112条(1)〔 第二段階終了までにおける第三国向け輸出に対す る援 助 制 度の調和化〕

8条(4)〔 第二段階への移行に当 ワての仲裁委員会(uneinstanced'arbitrage)の

任命〕

56条 ② 〔公の秩序 を理由 として外国人の居住を制限す る法令規則の調整〕

57条(2)〔 非賃金活動への参加に関す る法令規則の調整〕

70条(1)〔 為替政策の調整〕

99条 〔取引高税等に関す る加盟国の法律の調和化〕

100条 〔法制の調和化〕

103条(2)〔 景気政策に関す る一般的措置の決定〕

149条 〔委員会の提案の修正〕

209条 〔予算の実施手続の決定〕

227条(2)〔 本条約の規定のアルジエ リアおよび フランス海外県への適用〕

**ceProtocoleco且cernantlecontingenttarifairepourlesimportationsde

bananes.

菅*蔚*Protocolesurlesprivilegesetimmunit6setsurlestatutdelaCourdeノ
Justicede】aCommunaut6EconomiqueEurop6enneetdelaCommunaut6

Europ6ennedePEnergieAtomique.
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44条(3)〔 最低価格制確立のための客観的な規準の決定〕

51条 〔移民労働者の社会保障〕

54条(1)〔 居住の 自由に対す る制限の撤廃のための一般計画の作成〕

59条 〔《役務》にっいての章の諸規定の第三国国民への拡張〕

63条(1)〔 役務の自由提供に関す る一般計画の作成〕

212条 〔職員規則の決定〕

235条 〔本条約適用のための補足手続の設定〕

「特権および免除にっいての議定書」14条.

8条(5)〔 第二段階および第三段階の期間の修正〕

14条(7)〔 輸入関税引下げ規則の改正〕

201条 〔共同体固有の財源の創設手続への干与〕

一55一

〔付表3〕 理 事 会 に委 員会 の議 決 を取 消

す 権限 を與 え てい る諸 條

93条(2)〔92条 に反する一定の援助の許可〕

73条(1)〔 資本移動に関 し障害のある場合,保 護措置を とることに つ き当該国に対

し委員会によって与え られた許可の取消し〕

108条(3)〔 国際収支に困難のある場合保護措置をとることにつ き 当該国に対 し委員

会によって与えられた許可の取消 し〕
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〔付表4〕

議決方式
委員会との関係 全 会 一 致

20条 8条(4)
,

44条(3) 8条(5)

33条(8) 56条(2) 51条 14条(7)

43条(2) 57条(2) 54条(1) 201条

54条(2) 70条(1) 59条

57条(1) 99条 63条(1)

57条(2) 100条 212条

委員会の提案に基く理事会 63条(2) 103条(2) 235条

の干与が規定 され ている 69条 ,149条1(擁 免
9

諸条 75条(1月2・9条 除議定書
1

87条(1)1227条(2) 14条)

聯 条}
112条(1)

28条 8条(3)84条(2) 136条

U1条 45条(3) 121条 138条(3)

113条 76条 126条(b) 165条

委員会の協力なしに理事会
114条 159条 217条 166条

の干与が規定 されている
160条

194条

223条(2)

223条(3)

200条(3)

237条

諸条
196条 裁判所規程 238条

206条 12条

45条

ト
1

理事会に委員会の議決を取
93条(2) 1

消す権限を与えている諸条
i

(A) (B) (C) (D)

(註)委 員会の提案 に基いて理事会の決定が行われる場合のなかに 「特権 お よび

かに,同 議決書6条,12条 お よび13条 があると思はれるが,同 議定書 未 見
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単純多数決 制 限 多 数 決 特別多数

49条 7条14条(2c)14条(5) 44条 ⑥

128条 20条21条25条(1) TOM条 約

28条33条(5)33条(8) 5条(2)

38条(3)42条43条(2) 6条

43条(3)44条(4)44条(5)

・54条(2)55条56条(2)

57条63条(2)69条

70条75条(1)79条(3)

87条(1)94条98条

lO1条 ユ03条(3)ll6条

127条212条

フ ラン ス議 定 書1(2),1(3)

ル クセ ンブル議 定書1条(2)

TOM条 約8条,16条

バ ナナ議定書4

ユ51条

153条

213条

236条

8条 ㈲

108条(2)

109条

111条(3)

112条(1)

U3条

126条(a)

154条

203条

206条

203条 ㈲

TOM条 約

4条

73条(1)

108条(3)

　
(E)

　 　 　
(F)(G)(H)

免除に関す る議定書」12条 および15条 があ り,単 純多数決による場合(E)の な

のため上の表には入れなかつた。
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委 員 会

委員会は9人 の委 員に ょって構成 され,同 一 の国籍を もつ二 名以上の委員

を含む ことはで きない(157条)。

委員会の メソバ ーは国家 の代表 ではな く,そ の地 位は独立であ り,訓 令を

うけ る ことはで きず,ま た 《共 同体の一般利益 において》 のみ行 動 す る(157

条)。

任命 は加盟 国政府 間の全会一致の 同意 に ょって行われ,任 期 は4年,再 選

可能 であ る(158条)。

委員会は単純多数 決(5票)に ょって決定 を 行 う合 議 機 関 で あ る(163

条)。

委 員会 の運 営 につ いては,条 約 の155条,159条,160条,161条 お よび162

条 に ょって規制 され てい る。

委員会はつ ぎの よ うな性 格な らびに権 限を もつ機関であ る。
蓋

1)委 員会は加盟国の条約 の実施 に対す る監督 機関で あ る。そのために委

員会は,一 般 的には155条 の規定 に ょ り,ま た はその他の 個 々 の 規 定 に ょ

り,勧 告お よび意見をのべ る権 限を もち,ま た情報蒐集 お よび審査の権 限 を

有す る(213条)。

2)委 員会は共 同体 を代表 す る機関であ る。第一 に総会 に対 し共 同体 を代

表 し,委 員会は総会の前 に責任 を負 い(140条,143条,144条),第 二に司法

的事項 について委員会は共 同体 を代表 し(211条),第 三に委員会は第三 国お

よび国際機構 との交渉な らびに関係 の保持 の任 にあた り(111条(2),113条

(3),228条,229条 お よび 「共 同体 の特権 お よび免 除に関す る議定書」6条),

第四 に委員会は共 同体の財政の管理 にあた り(205条,206条,208条),ま た

一般 的事務(共 同体 の活動に関す る一般報告 の発表)を 行 う(156条) 。

3)委 員会は一定 の場合一 すなわち条約 に よって前以 ってそ の一般 的枠

が きめ られ てい る措置 を実施す る場合,ま た は共 同機関た る委員会に よる直

接 的行動が要 求 され る特定 の場 合一 に固有 の決定権 を有す る。 〔付表5〕

4)最 後に,委 員会 は前 にみた よ うに,そ の 《提案》権 に よ り理事会の決
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定権 に参 加す る。

なお理事 会お よび委 員会は,諮 問 的性格の専 門的評 議会 に よって補佐 され

る。 も っともそれ らの評 議会は,条 約 上,共 同体 の 機 関 とみ な す 必 要 は な

い(4条)。

〔付表5〕 委員会が固有の決定権を有す

る場合

10条(2)〔 自由流通状態(enlibrepratiqne)に ある産品に関する規定の適用〕

13条(2)〔 輸入関税 と同等の効果を有する租税の廃止 の進度の決定〕

17条(4)〔 財政的性格 を有す る関税 の保持の許可〕

20条 〔G表 の産品に課せ られ る税率に関す る交渉への委員会の干与〕

22条 〔財政的性格を有す る関税が算術平均の算定のために考慮 されなけ れ ば な

らない限度の決定〕

25条(2,3)〔E表 およびG表 の産品のための低税率または無税の関税割 当 の 許与〕

26条 〔ある種の関税の調整猶予の許可〕

33条(7)〔 割当に等 しい効果を もっ措置廃止の進度の決定〕

37条(3)〔 商業的性格の国営独 占に関す る保護条項の許与〕

43条(1)〔 加盟国の農業会議の召集〕

45条(2)〔 長期契約の締結への午与〕

46条 〔ある種の農業産品に関す る輸入補償金の決定〕

48条(3d)〔 加盟国のなかにおける外 国人労働者の居住条件の決定〕

73条(1,2)〔 資本移動の 自由化についての保護条項の運営〕

79条(4)〔 輸送 についての差別の排除〕

80条 〔輸送 についての支持(soutien)の 適用の排除〕

89条(2)〔 競争規則についての保護条項の運営〕

90条 〔公企業への競争規則の適用〕

91条(1,2)〔 ダン ピングについての保護条項の運営およびかか る慣 行 を終止 させ る

規定 の適用〕

93条(2)〔 援助の廃止〕

93条(3)〔 新 しい援助の設定の許可〕

97条 〔租税 についての差別の排除〕

107条(2)〔 国際収支に困難のある場合における保護条項の運営〕

115条 〔共同通商政策の適用に困難のある場合における保護条項の運営〕

124条 〔欧州社会基金の運営〕

125条(2c)〔 事業内容変更計画 の承認〕

169条 〔国家の条約違反の場合における裁判所への提訴〕
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170条 〔加盟国間の紛争の場合における調停手続への干与〕

226条 〔《経済的困難>>の 場合における保護一般条項の運営〕

「フランスに関する議定書」ll(2)〔 超過勤務手当の方法のなかにおけ る不均衡に関 し

ての保護条項の運営〕

「若干の国の原産品に関す る議定書」4.

〔本議定書の諸規定の不当な作用 に対す る加盟国の保護〕

「TOM条 約 」1条 〔開発基金の管理〕

同条約3条 〔投資への基金の割当年次一般計画 の作成〕

同条約5条(1)〔 社会施設への基金の分配〕

同条約11条(3)〔 以前 に存在 していない割当の開始〕

同条約15条(4)〔 本条約の期間満了後におけるバナナおよび 生 コー ヒーに関す る関税

割当の量の決定〕

経 済 社 会 評 議 会(C・mit6Ec・n・miqueetS・cial)

経 済 社 会 評 議 会 は,共 同体 の運 営 に利害 関 係 を もつ経 済 生活 お よび社 会 生

活 の 諸部 門 の 代表 者,す なわ ち と くに 生 産 者,農 民,運 輸 業 者,労 働 者,商 人

と職 人,自 由職 業 の 代表 者 お よび 一般 利 益 の代表 者 に よ って 構 成 され る .(193

条)。

評 議会 の構 成 員 の数 は101名(ベ ル ギ ー12名,ド イ ツ24名,フ ラソ ス24

名,イ タ リア24名,ル クセ ソ ブ ル グ5名,オ ラソダ12名)で あ り,か れ らは 各

加盟 国 の推 薦 に も とづ き,理 事 会 に よ り全 会 一 致 で 任 命 さ れ る(194条,195

条)。

評 議 会 の運 営 は,196条,197条 お よび198条 の 諸規 定 に よ っ て 規 制 さ れ

る。 と くに,評 議 会 は義 務 的 に二 つ の 専 門 部 会(sectiollsp6cialis6e)を 含 む

とい うこ と を 指 摘 し て お く必 要 が あ る 。 一 つ は 農 業 部 会 で あ り,他 は運

輸 部 会 で あ る。 す な わ ち共 同市場 の発 達が,と りわ け 共 同体 の諸 機 関 に よる将

来 の決定 の結 果 にか か って い る これ ら二 つ の分 野 に お い て,専 門部 会 の設 置 が

義 務 的 とされ て い る。 これ らの専 門部 会 は,評 議 会 の枠 内 で行 動 し,そ れ ぞ れ

の分 野 に お い て意 見 を提 出す る。 この 点 に つ い て 農業 部 会 に 関 して は と くに強

ecProtocolerelatifauxmarchandisesoriginairesetenprovenancedecertains

paysetb6n6ficiantd,unr6gimeparticulieraP}mportationdansundesノ
Etatsmembres.
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調 されてい る(47条)。

評議会は,理 事 会お よび委員会 を補佐す る。理事会 お よび委員会は,必 要

と認め るときはいつで も評議 会 と協議す ることがで きる。

なお条約 は,一 定の場合 には,こ の協議が義務 的で あ ることを規定 してい

る。一般的 にいえば,決 定 に関す る場合 とい うよ り,む しろ計画 の準備 に関す

る場 合においてで あ る。 〔付表6〕

〔付表6〕 経濟 謎 会評 議 会 の義 務 的干 與

の 場 合

43条(2)〔 共同農業政策の作成および実施〕

49条 〔労働者の自由移動に関する一般計画〕

54条(1,2)〔 居住の 自由に関する一般計画 の作成および実施〕

63条(1,2)〔 役務の自由化に関す る一般計画の作成および実施〕

75条(1)〔 輸送 についての共同政策の実施〕

79条(3)〔 運送人間の差別の廃止〕

100条 〔法制の調和化〕

118条 〔社会政策の実施〕

121条 〔移民労働者の社会保障に関 し委員会への特別な権限の付与〕

126条 〔欧 州社会基金の活動の停止 または同基金への新 しい任務の許与〕

127条 〔欧州社会基金の運 営規則〕

128条 〔職業養成にっいての共同政策の作成〕

そ の 他 の 評 議 会

そ の他 の 評 議 会 は,よ'り 専 門 的 な 性 格 の も の で あ り,一 般 に 職 員

(fonctiounaires)で 構 成 され て い る。

通 貨 評 議 会(Comit6Mon6taire)

通貨評議会 は,各 加盟 国か ら2名 お よび委員会か ら2名 の割合で任命 され

る合計14名 の メソ7〈'一で構成 され る(105条2項)。

通 貨評議会 は,諮 問的な性格 の ものであ り,そ の役割 は,加 盟 国の通貨政

策 の調整 を容易 な らしめ るこ とにあ る(105条2項)。
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条約 は一定の場 合,通 貨評議会の干与 を規定 してい る。 〔付表7〕

輸 迭 諮 問 評 議 会

輸 送 諮問 評議 会 は83条 に お い て 規 定 され て い る。 この 評 議 会 は,加 盟 国政

府 に ょ うて任 命 され る専 門 家 で構 成 され る。

この 評議 会 の役 割 は,輸 送 に 関す る諸 条 の適 用 に関 係 あ るす べ て の問題 に

つ い て,委 員会 を補 佐 す るこ とに あ る。

この評 議 会 と経 済 社 会 評 議 会 の 《輸 送 》部 会(lasectiondestransports)

とを混 同す べ きで は な い 。

関税協定交渉のための特別評議会

111条 お よび113条 は,関 税 協定 の 交 渉 に あ た って,委 員 会 は 特 別 評 議 会

(Comit6sp6cial)に ょ って 補佐 さ るべ きで あ る こ とを規 定 して い る 。 こ の 特

別 評議 会 は,専 門家 で 構 成 され,理 事 会 に ょ り第二 段 階 の 終 りまで は全 会 一 致

で,そ の 後 は制 限多 数 決 で 任 命 され る。

欧卿献会基金の管理のための評議会

124条 に ょれば,委 員会はそ の欧州社会基金 の管理運 営の任務 を行 うにあ

た って,加 盟 国の政府代表 お よび組合組織 の代表 に よって構 成 され る評 議 会

(Comit6)に 補佐 され る。

豫 算 監 査 委 員會(CommissiondeContr61eduBudget)

予算 監査委 員会は,206条 において定 め られ てい る条件 のなか において,

予 算の実施 を監査す ることを任務 とす る。

〔付表7〕 遍貨評議会の干与 の場合

69条 〔資本移動の自由化に関する規定の実施〕

71条 〔条約によつて定められている資本移動の自由化の程度以上の前進〕
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73条(1,2)〔 資本移動の自由化についての保護条項の運営〕

107条(2)〔 為替レー トについての保護条項の運営〕

108条(1)〔 相互協力の許与〕

109条(3)〔 国際収支悪化の場合,国 家によってとられる保護措置の停止〕

(未 完)
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